
これらの行為は全て禁止です :

入学祝い。卒業祝い   病気見舞い お祭りへの寄附や
差し入れ

葬式の花輪 。供花

n

運動会やスポーツ大会への
飲食物の差し入れ
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結婚祝い。香典

′9
′
~

′ ヽ
ム4

■

じ ザ

′
口ヽ

ヽ
ヽ ヨ

ロ

１

１

t

■

■

■

口

■
ｒ
ｌ

ヽ
日

■
ロ

釉 ユ

↓̈
“

町会の集会
僣し菊ヘ

古III・

や旅行等の
の寸志や
1差し入れ

政 治 家 は 贈 ら な い ′

政治家が選挙区内の人や団体にお金や物を贈ることは

時期や理由を問わず法律で禁止されています。

有権者は求めない′
有権者が政治家に対し寄附を求めることは禁止

されています。

東京都選挙管理委員会

落成式 。開店祝い
の花輪
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https://www.senkyo.metro.tokyo.tt.Jpl 検索

東京都選挙管理委員会 。東京都明るい選挙推進協議会・区市町村選挙管理委員会・ 区市町村明るい選挙推進協議会
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寄附の禁止

って ■■D

寄附とは、お金や物品、その他財産上の利益となるも

のを与えたり、与える約束をすることです。ただし、

物を買つたときの代金や有料イベントの参加料のよう

に、債務の履行として支払うものは寄附にはあたりま

せん。

政治家が寄附にお金をかけることを無くして、お金の

かからない選挙、きれいな選挙を実現するためです。

以前は「選挙に関する」寄附だけが禁止されていまし

た。しかし、政治家が普段からいろいろな名目で行う

寄附が、実は選挙にお金がかかる大きな原因となつて

いました。そこで法律が改正されて、現在は選挙に関

する 。関しないを問わず、選挙区内の人や団体への寄

附は全て禁止されています。
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「政治家の寄附は禁止」というけれど、

寄附つてなんなの?

どうして政治家は寄附をしてはいけないの ?
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お世話になつた人へのお中元・お歳暮や

催し物の費助金など、

だつたら問題ないのでは。選挙とは関係ない

てフ

Ｉ

Ｌ

「 1

ヽ



b町会の皆様へ′
具体的な場面別のチエックリストを作成しましたので、

参考にしてください。

町会の役員がお祭りの寄附を集める場合、町

会員の政治家にも寄附をお願いできるか。

町会費としては 1□なので、2□目か

らは禁止される寄附にあたります。

禁止されている寄附にあたるので、

政治家に対 して求めることはできま

せん。

治家自らが寄附はできませんが、お

りの寄附を集めることは可能です。

町会の旅行で会員は 1人 15,000円 の会費、町

会からは5,000円 の補助が出る。この場合会

員ではない政治家が 1人20,000円の会費を

払つて参加することができるか。

OX

● X 00

町会員の政治家が、1□ 2,000円 の町会費を、
2□以上払うことはできるか。

金―封
町会が行事を行 う際、町会

役員と共に金―封を出すこ

0×

旅行

員の政治家が他の
とはできるか。

行事を行う際の金―封は、禁止され
る寄附にあたります。

旅行費として会費 (実費)を払つて旅

行に参加することは可能です。
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ぶ謬慾町会の役員を務める政治家が会員からお祭り

ミ酸Fの寄附を集めることはできるか。

節分会の豆まきに参加料 として一般会費

10,000円 と特別会費20,000円 とがあり、特

別会費には祥 (か みしも)が貸与される。政治

家が特別会費を払つて参加できるか。

特別会費であっても、峠などの使用

に必要なものであれば、払っての参

加は可能です。

政治家が運動会に招待され、昼食時に弁当を

頂いた場合、食事代として1,000円を渡すこ

とはできるか。

政治家が町会の旅行に参加予定で会費も払っ

ていたが、急用で行けなくなつた場合、払った

会費をそのままにしておくことはできるか。

キャンセル料等の経費を除き、返金

してもらわないと禁止される寄附に

あたります。

実費として請求された金額を払うの

|ま 可能ですが、見込み額や相当額を

払う場合は禁止される寄附にあたり

ます。
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イベントヘの参加 運動会
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政治家が選挙区内の人や団体へお金や物を贈ることは、
法律で禁止されています。
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町会費 艤

お祭り
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選挙区内でチャリティバザーが行われ、売上げ

の一部を福祉施設に寄附することとした場合、

このバザーに政治家が物品を提供することはで

きるか。

政治家の後援会が開催する政治資金パー

ティーに、選挙区内の有権者を無料で招待し、食

事や飲み物を提供できるか。

0×

0

X

0

会費制の出版記念パーティーに、秘書が自ら会

費を支払い代理出席することはできるか。

00

00

政治家が、会費制の会合に無料招待されたが、

それを辞退し、正規の会費を払つて参カロすること

はできるか。

政治家の代わりに出席する秘書が、自

分名義で自ら会費を払つて出席するこ

とは可能です。

正規の会費を払うのであれば禁止さ

れる寄附にはあたらないため、参加が

可能です。

政治家が、会費が決められていない町会の忘年
会や新年会に出席する場合、会費相当額を「会
費」として払うことができるか。

選挙区内で行われる会費制の結婚披露宴に政
治家の秘書が代理で出席して会費を払うことは
できるか。

会費が設定されていない会合に政治家が出席
する場合、あらかじめ主催者側から実費額を請

求してもらい、その金額を払うことはできるか。
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東京都遭挙管理委員会 TEL 03‐ 5320‐ 6913(ダイヤルイン) 鶴 鑽 |

画匪訪艶)日磯劉Lチェックリスト

政治資金バーテイー

〃多%多

チャリティバザー

売買ではなく、無償で物品を提供する

場合、禁止される寄附にあたります。

無料招待した場合は、提供する飲食物

が禁止される寄附にあたるのでできま

せん。
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出版記念バーティー 会費制の会合

政治家の代わりに出席する秘書が、自

分名義で自ら会費を払つて出席するこ
とは可能です。

結婚式

Z多 ,
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忘年会 0新年会

「会費相当額」は、実質的には「会費」
ではないので、禁止される寄附にあた
ります。

請求された実費分を払う場合は寄附
にはあたらないので払うことができま
す。 多



寄附の禁止

こんなときは? 募金に応じた場合も、禁止されてい

る寄附にあたります。0
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政治家が、家族や秘書の名義で支払つ

たお祝い金は寄附にあたりますかつ

趣 味の会 の会則 で、会費 は 1口

(1,000円 )以上となつている場合、

入会することとなつた政治家が2口

(2,000円 )以上支払つたときは、

寄附にあたりますかつ

■

政治家からの結婚祝いや香典は寄附

にあたりますかつ

n結 婚祝いや香典も禁止されている寄

ロヽン 附にあたります。
(政治家本人が結婚披露宴、葬式等

に自ら出席してその場で行う場合は

罰則が適用されない場合がありま
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地域で開催されるカラオケ大会の賞

品を政治家が提供した場合、寄附に

あたりますか。
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注 :上記事例は、すべて政治家の選挙区内における寄附に関するものであり、禁止さねる寄附にあたる場合は、罰則が適用されます。
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他の人の名義であつても、政治家本人

の禁止されている寄附にあたります。

会員として資格を得られる最低限の

会費 (この事例では 1口 )までは寄

附ではありませんが、これを超える

分は禁止され

ている寄附に

あたります。

町会で被災地支援の募金を集めるこ

とになりました。町会にいる政治家

が募金に応じた場合は、寄附にあた

りますかつ
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物品の提供も、利益を与えることと

なるため禁止されている寄附にあた

ります。
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政治家の寄附の禁止
政治家が、選挙区内の人や団体に対して寄附をすることは、その時期や理由がどのようなもので

あっても禁止されており、罰則の対象となります。ただし、政党その他の政治団体や親族に対し

て行う寄附及び自らが行う政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は除かれています

(飲食に関するものは禁止)。

政治家が親族や秘書などの名義を使つて寄附をしたり、政治家以外の人が政治家名義で寄附をす

ることも禁止され、罰則の対象となります。

政治家に対する寄附の要求の禁止
政治家に対し寄附をするよう勧誘や要求をすることも禁止されており、政治家を威迫して、ある

いは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると罰則の対象となります。

また、政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威迫して求めると罰則の対象となります。

※「威迫」とは、「人に不安の念を抱かせるに足りる行為」をいいます。

政治家の関係団体の寄附の禁止
政治家が役職員、構成員である団体・会社が、選挙区内の人や団体に対して、政治家の氏名を表

示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されており、選挙に関して寄附

をすると罰則の対象となります。

後援団体の寄附の禁止

後援団体 (いわゆる後援会)が、選挙区内の人や団体に対して、花輪、供花、香典、祝儀その他

これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の

寄附をすることは、その時期や理由がどのようなものであっても禁止されており、罰則の対象と

なります。

会社・団体がする寄附
会社、労働組合その他の各種の団体 (政党・政治団体を除く)は、政党・政治資金団体以外の者

に対する「政治活動 (選挙運動を含む。)に関する寄附」は禁止されています。また、誰であつ

ても「政治活動に関する寄附」をするよう会社、労働組合その他の各種の団体 (政治団体を除く)

に対して寄附の勧誘や要求をすることは禁止されています。これらに違反して寄附をすると罰則

の対象となります。

httpS:〃www.senkyonmetrontokyo.[g.jpノ  東京都選挙管理委員会  IE調ヨ|
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